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はじめに

財団法人休暇村協会の索道事業は、休暇村岩手網張温泉、休暇村羽黒、休暇村妙高、休暇村乗鞍高原、休暇村
蒜山高原、休暇村大山鏡ヶ成の6休暇村で行っています。

１．利用者の皆様へ

　財団法人休暇村協会の索道事業に対して、日頃のご利用とご理解、誠に有難うございます。

当　休暇村協会は、事業推進の基本理念の第一に安全の確保を掲げ、法令を遵守し、平成18年10月に改正施行された鉄

事業法に基づき、新たに「財団法人休暇村協会索道安全管理規程」（平成18年10月1日）を制定し安全輸送に努めてお

ります。

　この報告書では、鉄道事業法に基づき、当　休暇村協会の安全性向上に向けた取り組みや安全の実態について、

自ら振り返るとともに広くご理解頂くためにご紹介しております。

　この報告書に対するご意見やご助言など賜ることができれば幸いに存じます。

2．基本方針と安全目標

（1)　基本方針

　（財）休暇村協会の索道事業基本理念の第一は、安全の確保です。「安全基本方針」を次のように掲げ、理事長はじめ

　職員に周知徹底を図っております。

１）　一致団結して輸送の安全の確保に努めること。

2）　輸送の安全に関する法令及び安全管理規程を理解するとともに、これを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行する
　　こと。

3）　常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。

4）　職務の実施にあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義ある時は最も安全と思われる取扱いに努めること。

5）　事故･災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに完全適切な処置を行うこと。

6）　情報は、漏れないよう迅速、正確に伝えること。

7）　常に問題意識を持ち、必要な変革に取り組むよう努めること。

（2)　安全目標

　　第1次索道輸送安全目標(平成18年～22年）は、次表のとおりです。

区　　分 　　　内　　　　　　容

3．事故等の発生状況と再発防止措置

（１）　索道運転事故(索道人身障害事故)

設備不具合による事故

人身障害事故

乗客の死傷事故を伴う事故を発生させない。

財団法人　休暇村協会　
         理 事 長　 大西　　孝夫

　　人身障害事故は、起こさない。

定量的
目標

　　　　　項　　　　目



　　　平成19年度、索道運転事故の発生は、1件もありませんでした。なお、過去5年間も索道運転事故の発生は、あ
　　りませんでした。

（2）　災害(地震や暴風雨、豪雪など)

　　　平成19年度、災害による運転休止は、ありませんでした。

（3）　インシデント(事故の兆候)
　　　平成19年度、国土交通省へのインシデント報告も含め、ありませんでした。

（4）　行政指導等
　　　平成19年度、国土交通省よりの行政指導は、ありませんでした。

４．輸送の安全確保のための取組み

(１）　人材教育
　　　当協会では、輸送や皆様の安全に役立つよう、シーズン営業開始前に施設及び取扱いについての安全教育を
　　実施しています。
　　　また、今年度も、各運輸局並びに各地方索道協会主催の講習会、研修会及び検定会等々に受講等出席させま
　　した。

(2）　緊急時対応訓練
　　　毎年、シーズン営業開始前に、運転取扱細則に基づく、救助作業要領により管理者、管理員及び職員一同にて
　救助訓練を実施しています。

（3）　安全のための投資と支出
　　　休暇村の索道事業の営業収益に対する修繕費（索道の安全の維持･向上を含め）は、66％を充てています。

５．当協会の安全管理体制

　　　平成18年10月に「安全管理規程」を制定し、理事長をトップとする安全管理体制を構築して運用しておリます。
　　この組織の中で「安全統括管理者」「索道技術管理者」「索道技術管理員」、それぞれの責務を明確にした上で安
　　全確保のための役割を担っています。

　 安全統括管理者の指揮を受け、索道の運行の管理、索道施設の保守
　 管理その他、技術上の事項に関する業務を管理する。

６．お客様との連携とお願い

　　　当協会は,お客様の期待に応えられるようサービス提供等に努めておりますが、より安全で信頼される索道をつく
　　るため皆様からご意見をお寄せ頂いて今後の役に立ててまいります。

索道技術管理者の指揮を受け、索道技術管理者の行う業務を補助する。

（索道技術管理者）
各休暇村施設課長･施設主任

（索道技術管理員）

　営業本部長
（安全統括管理者）

各休暇村支配人･副支配人

　理　事　長

　営業本部長

（安全統括管理者）

各休暇村支配人等

（索道技術管理員）

理事長 輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。

索道事業の輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

（索道技術管理者）

各休暇村営業･施設課長等



７．ご連絡先

　　　安全報告書へのご感想や当協会の安全への取り組みに対するご意見をお寄せください。

〒１１０－８６０１
東京都台東区東上野５－２４－８
　財団法人　休暇村協会
０３－３８４５－８６５１（代表）　FAX０３－３８４５－８６５８

      E-mail : shisetu@qkamura.or.jp


